
当院は、厚生労働大臣が定める「口腔管理連携加算」の施設基準の適合について、
地方厚生局長に対して届出を行っております。

当院とは別の歯科医療機関との間で、入院患者様への機動的な口腔管理支援を
提供する連携体制を構築しており、入院中に口腔状態の課題から治療上の困難
が生じた場合には、必要に応じて病棟内において以下の連携歯科医療機関によ
る歯科訪問診療（歯科診療）が実施される体制を整えております。

連携関係にある歯科医療機関
名称：医療法人社団竹印竹内歯科医療院
医師名：院長 竹内周平
所在地：東京都新宿区揚場町1-13ミヤコビル3階
連絡先：03-3235-2285
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